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○ 量的拡大「開発」基調から「成熟社会型の計画」へ
○ 国主導から二層の計画体系（分権型の計画づくり）へ
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救急医療を支える高速道路
の緊急出入口（青森市）

二地域居住の情報プラットフォーム
（平成19年 試行運用実施）

道の駅等を活用した交流・連携の
核となる場（熊本県小国町）

地域資源を活かした産業の活性化（山形県）

道の駅に
併設されたバス停

道の駅での情報発信
（コミュニティFM)

訪日外国人旅行者数

6 1.7

日本の貿易動向

6 1.7

山形 カロッツェリア・プロジェクト

・ 県内の優れた職人技術による
世界に通用する山形ブランドの
商品開発広域的な観光連携による外国人観光客誘致

アルペンルートへの外国人旅行客

20

※能登空港は
　平成15年供用

外国人出入国者数 アルペンルートへの外国人旅行客

20

※能登空港は
　平成15年供用

外国人出入国者数
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多様な活動者の育成

地域全体で農地等の保全・管理
（栃木県河内町）

国土管理への参加手法の多様化

間伐材を活用したバッグ
（高知県馬路村）

「国土の国民的経営」の取組事例

公と私の中間的な領域を
新たに担う活動

NPO等による過疎地有償
運送（長野県中川村）

空き店舗を託児所に活用
した中心市街地活性化
（高知市）

従来の私の領域で
公共的価値を含む活動

従来の公の領域で
民間が主体的に担う活動

市民との協働による河川敷
の清掃活動（熊本県白川）

+
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「総合物流施策大綱（２００９－２０１３）」 を閣議決定

○ 輸送モードごとの総合的な対策、モー
ダルシフトを含めた輸送の効率化

○ 環状道路の整備、ＩＴＳの推進等の交
通流対策

○ 地方公共団体、荷主、物流事業者等
の多様な関係者の連携による取組み

○ 効率的な静脈物流の構築

柱２：環境負荷の少ない物流の
実現等

○ 利用運送事業者と実運送事業者の
連携強化

○ 大型トラックの車両安全対策、運行管理
の徹底等

○ 交通安全施設等の重点的整備
○ 航行安全の推進や海賊行為への適切

な対応
○ 防災・減災対策、労働力の確保・育成

柱３：安全・確実な物流の確保等

○ 政府間対話等を通じたアジアにおけ
る広域的な物流環境の改善

○ 効率的でシームレスな物流網の構築
○ 貿易手続や物流管理のＩＴ化と国際

的情報連携の構築
○ セキュリティ確保と物流効率化の両

立

柱１：グローバル・サプライチェーン
を支える効率的物流の実現

総合物流施策大綱(2009-2013)

Copyright (C) 2009 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, JAPAN All Rights Reserved.

① 企業のサプライチェーンのグローバル化
○ アジアを中心に分散する事業拠点間の輸送

コスト等の低減が一層重要に
○ 高いセキュリティ・レベルの維持と物流

効率化の両立も重点課題

③ 安全・確実な物流の確保に対する要請
○ 安全確実な輸送がゆらぎつつあり、対応が必要
○ トラックの重大事故防止、海上輸送路の安全確保が課題
○ 災害に強い交通網確保、災害時の早期復旧も重要

② 京都議定書の第一約束期間の開始・ポスト京
都議定書の動向を踏まえた環境対策の必要性

○ 地球温暖化対策の必要性の一層の増大

物流を巡る
情勢の変化
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生生
物
多
様
性
基
本
法
の
概
要
    

平
成

20
年

6
月

6
日
法
律
第

58
号

  

 

 

                                  

 生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
豊
か
な
生
物
多
様
性
を
保
全
し
、
そ
の
恵
沢
を
将
来
に
わ
た
っ
て
享
受
で
き
る
自
然
と
共
生
す
る
社
会
を

実
現
し
、
地
球
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国
の
戦
略
：「

生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」
策
定
の
義
務
規
定
 

地
方
の
戦
略
：
地
方
公
共
団
体
が
単
独
又
は
共
同
で
策
定
す
る
地
方
版
戦
略
を
努
力
義
務
規
定

 

保
全
や
利
用
に
際
し
て
の
考
え
方
 

③
予
防
的
順
応
的
取
組
方
法
 

④
長
期
的
な
観
点
 

⑤
温
暖
化
対
策
と
の
連
携

 

①
保
全
：
野
生
生
物
の
種
の
保
全
等
が
図
ら
れ
る
と
と
も

に
、
多
様
な
自
然
環
境
を
地
域
の
自
然
的
社
会
的

条
件
に
応
じ
保
全
 

②
利
用
：
生
物
多
様
性
に
及
ぼ
す
影
響
が
回
避
さ
れ
又
は
最

小
と
な
る
よ
う
、
国
土
及
び
自
然
資
源
を
持
続
可

能
な
方
法
で
利
用
 

保
全
に
重
点
を
置
い
た
施
策
 

①
地
域
の
生
物
多
様
性
の
保
全
 

②
野
生
生
物
の
種
の
多
様
性
の
保
全
等
 

③
外
来
生
物
等
に
よ
る
被
害
の
防
止

 

持
続
可
能
な
利
用
に
重
点
を
置
い
た
施
策
 

④
国
土
及
び
自
然
資
源
の
適
切
な
利
用
等
の
推
進
 

⑤
遺
伝
子
な
ど
生
物
資
源
の
適
正
な
利
用
の
推
進
 

⑥
生
物
多
様
性
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
 

共
通
す
る
施
策
 

⑦
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
に
資
す
る
施
策
の
推
進
 

⑧
多
様
な
主
体
の
連
携
・
協
働
、
民
意
の
反
映
及

び
自
発
的
な
活
動
の
促
進
 

⑨
基
礎
的
な
調
査
等
の
推
進
 

⑩
試
験
研
究
の
充
実
な
ど
科
学
技
術
の
振
興
 

⑪
教
育
、
人
材
育
成
な
ど
国
民
の
理
解
の
増
進
 

⑫
事
業
計
画
の
立
案
段
階
等
で
の
環
境
影
響
評
価

の
推
進

⑬
国
際
的
な
連
携
の
確
保
及
び
国
際
協
力
の
推
進

 生
物
多
様
性
が
人
類
の
生
存
基
盤
の
み
な
ら
ず
文
化
の
多
様
性
を
支
え
て
お
り
、国

内
外
に
お
け
る
生
物
多
様

性
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
こ
と
、我

が
国
の
経
済
社
会
が
世
界
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
た
、
本
基
本
法
制
定
の
必
要
性
を
記
述
 

前
文
 

目
的
 

基
本

原
則

生
物
多
様
性
戦
略
 

基
本

的
施

策
 

 
 

白
書
の
作
成
（
運
用
上
は
、
環
境
白
書
・
循
環
型
社
会
白
書
と
統
合
）
 

生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
用
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
推
進

 

 
 

国
の
責
務
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
         ：

 
基
本
原
則
に
の
っ
と
っ
た
施
策
の
実
施
等
 

事
業
者
の
責
務
、
国
民
及
び
民
間
団
体
の
責
務
 ：

 
基
本
原
則
に
の
っ
と
っ
た
活
動
等
に
努
め
る
 

年
次

報
告

責
務
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-
1

-

（
別

添
）

新
た

な
循

環
型

社
会

形
成

推
進

基
本

計
画

の
策

定
の

た
め

の

具
体

的
な

指
針

に
つ

い
て

平
成

24
年

６
月

５
日

中
央

環
境

審
議

会

循
環

型
社

会
形

成
推

進
基

本
計

画
（

平
成

2
0
年

３
月

閣
議

決
定

）
を

見
直

す
に

あ
た

り
、

循
環

型
社

会
形

成
推

進
基

本
法

（
平

成
1
2
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
5
条

第
７

項
に

お
い

て
準

用

す
る

同
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

、
「

新
た

な
循

環
型

社
会

形
成

推
進

基
本

計
画

の
策

定
の

た
め

の
具

体
的

な
指

針
」

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
示

す
。

記

１
循

環
型

社
会

形
成

推
進

基
本

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
第

四
次

環
境

基
本

計
画

第
２

部
第

１
章

第
６

節
「

物
質

循
環

の
確

保
と

循
環

型
社

会
構

築
の

た
め

の
取

組
」

の

内
容

を
中

心
と

し
て

、
第

四
次

環
境

基
本

計
画

を
基

本
と

す
る

こ
と

。

２
特

に
、

循
環

の
質

に
着

目
し

た
取

組
等

と
し

て
示

さ
れ

た
、

①
資

源
確

保
の

観
点

の
強

化
、

②
低

炭
素

社
会

、
自

然
共

生
社

会
と

の
統

合
的

取
組

、
③

循
環

分
野

に
お

け
る

環
境

産

業
の

確
立

、
④

安
全

・
安

心
の

観
点

か
ら

の
取

組
の

強
化

、
⑤

地
域

循
環

圏
の

高
度

化
、

⑥

国
際

的
取

組
の

推
進

に
つ

い
て

、
検

討
を

進
め

る
こ

と
。

３
限

り
あ

る
天

然
資

源
の

消
費

を
抑

制
し

、
よ

り
効

率
的

な
資

源
利

用
を

図
る

観
点

か
ら

、

物
質

フ
ロ

ー
指

標
の

質
的

改
善

を
図

る
こ

と
。

４
中

央
環

境
審

議
会

に
お

い
て

過
去

４
回

実
施

し
た

点
検

結
果

を
十

分
に

踏
ま

え
る

こ
と

。

５
東

日
本

大
震

災
の

経
験

を
十

分
に

踏
ま

え
る

こ
と

。
ま

た
、

国
会

に
お

け
る

循
環

型
社

会
形

成
推

進
基

本
法

の
改

正
の

状
況

を
見

つ
つ

、
放

射
性

物
質

に
関

連
す

る
課

題
の

取
扱

い

を
検

討
す

る
こ

と
。
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